
くらしの情報

農
業
共
済
中
途
採
用
職
員

◆
募
集
職
種
＝
正
規
職
員（
総
合

職
）対
高
校
卒
業
以
上
の
45
歳
未

満（
2
0
2
3
年
4
月
1
日
現
在
）

で
普
通
自
動
車
運
転
免
許
取
得
者

（
A
T
限
定
可
）定
11
人
◆
勤
務
地

＝
県
内
の
本
所（
神
戸
市
）ほ
か
19

事
務
所
◆
試
験
日
＝
9
月
29
日
㊍

（
予
定
）◆
採
用
予
定
日
＝
23
年
4

月
1
日
申
9
月
7
日
㊌
正
午
ま
で

に
必
要
書
類
を
問
に
提
出
他
業
務

説
明
会
・
適
性
試
験
を
9
月
21
日

㊌
午
後
1
時
か
ら
開
催（
予
定
）問

兵
庫
県
農
業
共
済
組
合
☎
0
7
8

－
3
3
2
－
7
1
5
4

北
但
社
会
福
祉
事
業
会
職
員

◆
募
集
職
種
＝
介
護
職
員
対
大

学
・
短
大
等
来
春
卒
業
予
定
お
よ

び
3
年
以
内
既
卒
者
定
若
干
名
◆

試
験
日
＝
9
月
24
日
㊏
◆
採
用
予

定
日
＝
2
0
2
3
年
4
月
1
日
申

9
月
14
日
ま
で
に
必
要
書
類
を
問

に
提
出
申
こ
う
の
と
り
荘
☎
24
－

4
0
1
4

講
習

令
和
４
年
度
第
３
回
危
険
物
取

扱
者
養
成
講
習
会

日
10
月
21
日
㊎
午
前
10
時
〜
午

後
5
時
所
じ
ば
さ
んT

A
JIM
A

（
大
磯
町
）対
危
険
物
取
扱
者
試

験
乙
種
第
4
類
を
受
験
す
る
方

￥
1
1
6
0
0
円（
テ
キ
ス
ト
代

4
5
0
0
円
含
む
）申（
公
財
）兵

庫
県
危
険
物
安
全
協
会
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
手
続
き
問
消
防
本
部
予

防
課
☎
24
－
8
0
3
6

相
談

健
康
増
進
課
か
ら

こ
こ
ろ
の
相
談
室

日
９
月
２
日
㊎
午
後
１
時
〜
４
時

30
分
※
１
人
１
時
間
程
度
内
こ
こ

ろ
の
悩
み
を
市
の
臨
床
心
理
士
や

保
健
師
に
相
談
他
申
込
み
必
要
。

個
人
の
秘
密
は
厳
守
申
問
健
康
増

進
課
☎
24
－
１
１
２
７

大
人
の
発
達
障
害
に
関
す
る

専
門
相
談

日
9
月
13
日
㊋
午
後
※
1
人
80
分

程
度
所
立
野
庁
舎
内
発
達
障
害
に

関
す
る
生
活
相
談
◆
相
談
＝
ト
ー

タ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ィ
心
理
士
対
本
市

在
住
の
15
歳
以
上
で
、
発
達
障
害

の
診
断
を
受
け
て
い
る
、
も
し
く

は
疑
わ
れ
る
本
人
ま
た
は
そ
の
家

族
※
す
で
に
専
門
機
関
で
定
期
的

な
支
援
を
受
け
て
い
る
方
は
不
可

他
申
込
み
必
要
申
問
社
会
福
祉
課

☎
21
－
9
1
4
7

女
性
の
た
め
の

“
お
金
と
未
来
”の
相
談
会

日
9
月
14
日
、10
月
12
日
、11
月
9

日
、12
月
14
日
、2
0
2
3
年
1
月

11
日
、2
月
8
日
、3
月
8
日
※
毎

月
第
2
㊌
の
午
前
10
時
〜
▽
午
前

11
時
〜
▽
午
後
1
時
〜
▽
午
後
2

時
〜
※
1
人
50
分
所
み
ら
い
応
援

Room

（
ア
イ
テ
ィ
4
階
）※
10
月

12
日
は
学
習
室
B
内
収
入
と
支
出

の
バ
ラ
ン
ス
設
計
、
ラ
イ
フ
ス
テ

ー
ジ
に
応
じ
た
貯
蓄
計
画
、
教
育

費
、
年
金
、
保
険
に
関
す
る
ア
ド

バ
イ
ス
な
ど
◆
相
談
＝
但
馬
銀
行

の
女
性
ア
ド
バ
イ
ザ
ー（
フ
ァ
イ

ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
な
ど
）

定
1
日
4
人
申
各
相
談
日
の
1
週

新型コロナ感染症のため自宅待機等で
外出ができない家庭に物資を支援

�

▶対象者
　市内在住で、以下の①から③のいずれかに該当
し、支援を希望する家庭
①　新型コロナに感染し自宅待機となった方
②　濃厚接触者となった方
③�　①、②の方と同居していて、外出ができない
状況にある方

※�同居または同居以外の家族等で、外出可能な方
がいる場合は、このサービスは利用できません。

※�県支援セット（マスクなど衛生材料と食品のセ
ット）との重複はできません。　

▶支援内容
　�自宅待機（療養）期間中必要な食事、日用品を提供
《申込み・問合せ》健康増進課☎24-1127
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今
月
の
イ
チ
オ
シ

2〜3

市
政
ニ
ュ
ー
ス

4〜5

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

豊
岡

6〜18

く
ら
し
の
情
報

19〜25

保
健
行
事

26〜27

つ
ど
い
の
広
場
・

図
書
館

28〜29

主
な
相
談
・

主
な
行
事

30〜31

の
方
に
月
額
2
千
円
を
支
給
▽
身

体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
所
持
者

▽
療
育
手
帳
A
判
定
所
持
者
▽
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級
所

持
者
他
該
当
す
る
方
で
、
手
続
き

が
ま
だ
の
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
該
当
し
な
く
な
っ
た
方
は
資

格
喪
失
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

▽
支
給
対
象
者
本
人
の
前
年
の
所

得
が
基
準
額
を
超
え
る
場
合
は
支

給
停
止
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
申

問
社
会
福
祉
課
☎
24
－
7
0
3
3

ま
た
は
各
振
興
局
市
民
福
祉
課

本
人
通
知
制
度
の
登
録
を

し
ま
せ
ん
か

内
住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄
・
抄

本
な
ど
の
証
明
書
を
代
理
人
や
第

三
者
に
交
付
し
た
場
合
、
事
前
登

録
し
た
方
に
証
明
書
を
交
付
し
た

事
実
を
郵
便
で
知
ら
せ
る
制
度
対

本
市
に
住
民
登
録
ま
た
は
本
籍
が

あ
る
方（
過
去
に
あ
っ
た
方
も
含

む
）申
本
人
通
知
制
度
事
前
登
録

申
出
書（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）、
本
人
確
認

書
類
を
問
に
持
参
他
詳
細
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
窓
口
で
問
い
合

わ
せ
問
市
民
課
☎
21
－

9
0
1
5
ま
た
は
各
振

興
局
市
民
福
祉
課

間
前
ま
で
に
氏
名
・
年
齢
・
住

所
・
電
話
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
・
相
談
内
容
・
無
料
一
時
保
育

（
1
歳
〜
就
学
前
）希
望
の
有
無

（
有
の
場
合
は
子
ど
も
の
氏
名
・

性
別
・
生
年
月
日
）を
問
に
メ
ー

ル
他
完
全
予
約
制
の
個
別
相
談
▽

秘
密
は
厳
守
問
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ

ッ
プ
対
策
室
☎
21
－
9
0
0
4
Ｍ

w
-innv@

city.toyooka.lg.jp

司
法
書
士
に
よ
る

無
料
養
育
費
相
談
会

日
9
月
25
日
㊐
午
前
10
時
〜
午
後

4
時
内
手
続
支
援
の
た
め
の
養

育
費
相
談
◆
専
用
電
話
番
号
＝

0
1
2
0
－
5
6
7
－
3
0
1
他

秘
密
厳
守
▽
予
約
不
要
問
兵
庫
県

青
年
司
法
書
士
会
・
齋
藤
さ
ん
☎

0
9
0
－
8
8
8
7
－
3
6
2
5

土
地
家
屋
調
査
士
に
よ
る

無
料
相
談
会

日
9
月
17
日
㊏
午
後
1
時
30
分
〜

4
時
所
豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ
市
民
活

動
室
A
内
土
地
建
物
登
記
・
土
地

境
界
の
相
談
申
前
日
の
午
後
5
時

ま
で
に
問
に
電
話
問
兵
庫
県
土
地

家
屋
調
査
士
会
但
馬
支
部
☎
23
－

3
8
6
0

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

日
9
月
17
日
㊏
午
後
1
時
〜
4
時

所
豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ
練
習
室
A
内

相
続
・
登
記
・
多
重
債
務
・
消
費

者
問
題
・
成
年
後
見
な
ど
の
相
談

申
2
日
前
の
午
後
5
時
ま
で
に
問

に
電
話
※
㊏
㊐
㊗
を
除
く
問
兵
庫

県
司
法
書
士
会
但
馬
支
部
☎
23
－

7
8
1
7

空
き
家
相
談
会

日
9
月
22
日
㊍
午
後
1
時
〜
5
時

所
豊
岡
総
合
庁
舎
職
員
福
利
セ
ン

タ
ー
対
市
内
に
空
き
家
を
所
有
ま

た
は
管
理
し
て
い
る
方
な
ど
で
、

空
き
家
の
管
理
や
利
活
用
に
困
っ

て
い
る
方
申
3
日
前
ま
で
に
グ
ッ

ド
ス
ト
ッ
ク
☎
0
7
9
1
－
78
－

9
2
2
0
に
電
話
他
オ
ン
ラ
イ
ン

相
談
も
可
能
問
豊
岡
土
木
事
務
所

ま
ち
づ
く
り
建
築
第
2
課
☎
26
－

3
7
5
7

そ
の
他

豊
岡
市
福
祉
金
を
振
り
込
み
ま
す

内
2
0
2
2
年
度
前
期
分（
4
〜

9
月
分
）◆
振
込
日
＝
9
月
26
日

㊊
対
本
市
に
1
年
以
上
居
住
の
次

く
ら
し
の
情
報

19〜25

ゴルフ場利用税は
県や市町の貴重な財源です！
　ゴルフ場利用税は、その10分の７がゴルフ場の
ある市町に交付され、周辺環境の保全等地域の行
政サービスを支える貴重な財源として役立ってい
ます。
　税額は、ゴルフ場の規模、利用料金等に応じて
定められており、一人一日あたり300円〜1,200円
です。
　次の方は、ゴルフ場利用税が非課税です（申出書
等の提出と証明が必要）。
▷18歳未満または70歳以上の方
▷障害者
▷�国民体育大会または国際競技大
会に参加する選手（同大会のゴ
ルフ競技としての利用または公
式練習に限る）
▷�学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、
教員等

問豊岡県税事務所課税第２課☎26-3630
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